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警察犬指導業務精励者に対する褒章推薦基準

警察犬指導業務精励者に対する黄綬褒章の推薦は、次の要件を充足する者を対象とす

る。

1 （公社)日本警察犬協会の公認一等訓練士長又はそれと同等の実績を有する者である

こと。

2警察犬活動の実績歴が20年以上あり、嘱託警察犬の出動歴が通算して300回以上ある

こと。 ‐

3警察犬活動における発明・改良等の特記すべき事項があること。

4警察犬活動により警察庁長官表彰を受けた者であること。
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